
令和７年１月８日付け６生セ第0926004号 

一部改正 令和８年３月31日付け７生セ第1226009号 

 

革新的新品種開発事業に係る評価実施要領 

 

第１ 趣旨 

 革新的新品種開発事業に係る運営管理委員会設置要領（令和８年１月２９日付け７農会

第 854 号農林水産技術会議事務局長通知（以下「設置要領」という。）において、生物系

特定産業技術研究支援センター（以下「生研支援センター」という。）が実施するとの定め

がある事業（以下「本事業」という。）の着実かつ効率的・効果的な実施のため、設置要

領、基礎的委託研究事業実施規程（平成 15 年 10月１日付け 15規程第 73号。）、基礎的委

託研究評議委員会運営規則（平成 15 年 10 月１日付け 15 規則第 45 号。以下「運営規則」

という。）並びに本要領に定めるところにより、研究課題における試験研究成果等の評価

（以下「評価」という。）を実施する。 

 

第２ 評議委員会 

１ 本事業における評価は、運営規則第６条第１項に基づき設置する評議委員会において

実施する。 

２ 評議委員会は、次の条件を満たす者のうち、生研支援センターの所長（以下「所長」

という。）が、運営規則第６条第２項に基づき、評議委員（以下「委員」という。）とし

て委嘱した外部専門家及び農林水産省職員により構成するものとする。 

（１）本事業に係る研究課題に関して十分な学識と評価能力を有し、公正かつ中立な立

場から評価を行うことができる者として、設置要領第２の農林水産省に設置される

運営管理委員会（以下「運営管理委員会」という。）が指名した者であること 

（２）外部専門家においては、その氏名、所属及び評価結果の公表について、あらかじ

め同意できる者であること 

３ 委員の選任に当たっては、公正で透明な評価を行う観点から、特段の理由がある場合

を除き、評価対象となる研究課題と利害関係を有する者は選任しない。なお、利害関係

を有する者とは、その者が次の（１）から（７）のいずれかに該当する場合とする。 

（１）当該研究課題の試験研究計画において研究に関与している場合 

（２）当該研究課題の試験研究計画における研究担当者と、同一の研究機関（民間企業、

大学、国立研究開発法人等）において同一の部署（学科、研究領域等）に所属する

場合 

（３）当該研究課題の試験研究計画における研究担当者と親族関係にある場合 

（４）当該研究課題の試験研究計画における研究担当者と直接的な競争関係にある場合 

（５）当該研究課題の試験研究計画における研究担当者と緊密な共同研究を行う関係に

ある場合 

（６）当該研究課題の試験研究計画における研究担当者と密接な師弟関係又は直接的な
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雇用関係にある場合 

（７）当該研究課題に参画する民間企業の役員に就任（すでに退任している場合も含む）

又は株式を保有している場合 

（８）その他、所長が、公正な判断を行うに適当ではないと判断した場合 

４ 選任された後に、当該研究課題について利害関係を有することが判明した委員は、評

価の実施前までに、必ず所長にその旨を通知するものとする。 

５ 評議委員会に座長を置き、座長は評議委員会の議事を主宰するものとする。 

６ 委員は、評価により知り得た情報について、外部に漏らし、又は盗用してはならない。

委員の職を退いた後も、同様とする。 

 

第３ 評価方法等 

１ 評価は、研究課題ごとに、終了時評価を実施する。 

２ 終了時評価は、全ての研究課題を対象として、原則として２年度目に実施する。 

（１）評議委員会は研究課題ごとに構成する。 

（２）評価の対象となる研究課題の研究統括者は、生研支援センターが指定する期日ま

でに終了時評価用報告書を作成し、生研支援センターに提出する。 

（３）委員は、終了時評価用報告書を基に、別紙１に定める評価基準に基づき、面接に

よる評価を行う。 

（４）座長は、評議委員会での意見交換において、翌年度以降の試験研究の実施に当た

って留意すべき事項が提起された場合には、評価結果とあわせて、当該事項を所長

に報告する。 

（５）所長は、（４）の評価結果を運営管理委員会に報告する。 

（６）所長は、設置要領第３の１（６）の評価結果等を踏まえた改善方策や今後の研究

開発の方向等に係る指導に基づき、研究統括者に評価結果を通知するとともに、そ

の概要を生研支援センターのウェブサイトで公表する。 

（７）所長は、（６）の指導結果において改善すべきとされた試験研究計画の事項に基づ

き、研究統括者に、翌年度以降の試験研究計画の見直し又は中止、投入予算の見直

し等を指示するものとする。 

 

第４ その他 

１ 本要領に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項については、座長が委員に諮

って定めるものとする。 

２ 評価の実施に関する庶務は、生研支援センターが行うものとする。 

 

 

附 則 

この要領は、令和７年１月８日から施行する。 
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附 則 

この要領は、令和８年３月 31日から実施する。 
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別紙
革新的新品種開発事業　終了時評価基準

評価項目 評価のポイント 着眼点 評価基準

１.研究の進捗状況及び目標の
達成度

目標の達成に向けて、評価年度
までの研究は研究計画通り進捗
しているか。

①評価年度までの研究結果は研究計画通り得られているか。
②研究成果は科学面や利用面から検証が実施されているか。

Ａ：すべての着眼点が実施されている。
Ｂ：①の着眼点が実施されている
Ｃ：①の着眼点の実施が不十分。
Ｄ：①の着眼点が実施されていない

２.最終目標を達成するための
研究計画

評価年度までの研究の進捗状況
と課題を踏まえ、最終目標を達
成する研究計画となっている
か。

①最終目標を達成する計画となっているか。
②研究成果は科学面や利用面の検証が実施されるか。

Ａ：すべての着眼点が実施されている。
Ｂ：①の着眼点が実施されている
Ｃ：①の着眼点の実施が不十分。
Ｄ：①の着眼点が実施されていない

３.研究推進体制の状況 目標達成のための研究機能
（人、施設）が維持されている
か

①目標達成のための研究機能（人、施設）が維持されているか。
②目標達成に向け、推進会議の開催など、コンソーシアム内の構成
員間でコミュニケーションの向上の取り組みを行うこととしている
か。

Ａ：すべての着眼点が実施されている。
Ｂ：①の着眼点が実施されている
Ｃ：①の着眼点の実施が不十分
Ｄ：①の着眼点が実施されていない

4.研究成果の社会実装のための
取り組み

研究期間終了後の研究成果の社
会実装のための取り組み、出口
戦略の検討は行っているか。

①研究成果に対し、知的財産権や研究成果の利活用計画など社会実
装のための取り組みは計画され実施しているか。
②研究成果に対し、社会実装・実用化のための出口戦略（アウトカ
ムを設定したロードマップ）や広報戦略は計画され実施している
か。

Ａ：すべての着眼点が実施されている。
Ｂ：①の着眼点は実施されているが、②の
着眼点は不十分。
Ｃ：②の着眼点は実施されているが、①の
着眼点は不十分。
Ｄ：すべての着眼点が実施されていない

※１：評価はＡＢＣＤの４段階とする。
※２：項目別評価のランクは、各委員のランク、Ａ・3点、Ｂ・2点、Ｃ・1点、Ｄ・0点として１～4の評価項目ごとに集計し、集計値を委員の人数で割った平均点（小数点第２位
四捨五入）により、Ａ：2.5点以上 、Ｂ：1.5点以上2.5点未満、Ｃ：0.5点以上1.5点未満、Ｄ：0.5点未満とする。
※３：１～4の評価項目の総括評価基準への反映は、原則として以下のとおりとする。
①１～4の評価項目のうち１項目以上がＤである場合、総括評価基準はＤとする。
②１～4の評価項目のすべてがＣ以上である場合（③、④を除く）、総合評価基準はＣとする。
③１～4の評価項目のすべてがＣ以上、かつ、3項目以上がＢ以上である場合（④を除く）、総合評価基準はＢとする。
④１～4の評価項目ののすべてがＡである場合、総合評価基準はＡとする。

※４：評価ランクをＤとされた研究課題は、次年度について、事業費の縮減、構成員の縮減、委託契約の一部または全部の不実施等を行う。
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